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緑の色濃く

今年は積雪量が少なく樹木の芽吹きも

早く、春は足早に過ぎていきました。

５月下旬から夏を思わせる天候が続き、

季節の巡りがかなり早く感じます。

うっとうしい梅雨の季節がやってきましたが

大雨による土砂崩れなどが心配されます。

山に入る際は天気予報などの情報を事前

に調べ、安全に配慮して楽しみましょう。

←満水の桑沼

大和町吉田 ２６６林班

パトロール員からのパトロール報告
宮城北部森林管理署に送られてきましたパトロール報告の中から抜粋して掲載します。

2015年 長沼林道 225林班 豊作のヤマブドウを食べながらゆっくり移動していくニホンザル

10月20日 の群れと遭遇。 ＴＳさん

2016年 旧いこいの村 20林班 今年は雪が例年の半分以下。旧いこいの村からいわかがみ平ま

２月16日 で冬山パトロール、指導標点検。 ＹＫさん

2016年 船形山升沢コース 255.257.260林班 青空が広がり山頂付近の霧氷が見事だった。視界

３月13日 も良好で蛇ヶ岳への縦走路も問題なく歩けた。入林者 20～ 30人程 ＫＫさん

30名の方が森林パトロール員に 認定式及び研修会

４月９日(土）古川商工会議所において、「森林ボラン

ティア活動における森林パトロール員認定式及び研修会」

が行われ、30名の方が新たに森林パトロール員に認定さ

れました。

最初に春日宮城北部森林管理署長から認定書が手渡さ

れました。

挨拶に立った春日署長は「今年から山の日が制定され、

国民が山に親しむ機会が増えます。事故や山火事防止、

登山マナーの啓発など、皆様の役割に期待します」と激

励しました。 ↑研修会の様子

その後、研修会に移り、パトロールにあたっての注意事項、関係する法律や規則、管内図など

の説明を行い、パトロール員の方々と意見交換を行いました。

パトロール員の皆様は安全に十分留意され、これから２年間よろしくお願いいたします。

○ 研修会での主な意見交換

問：樹木にビニールテープを巻いている場合、幹に食い込んでいることがある。除去してもよいか。

答：森林管理署が登山道でテープを幹に巻きつけることはありません。登山道にあるテープ等は除

去してもかまいません。（ただし、人工林などで調査の目的でテープを使用することがあります

ので、ご理解ください。）



問：林道にゲートで施錠してある箇所があるが、なぜか。

答：ゲートに施錠している箇所は、内部で工事をしている、崩壊地があり危険箇所が多いなどによ

るので、ご理解をお願いします。

問：高山植物の盗掘に遭遇した場合の対応は。

答：全く知らないで採っているようなら法令違反であることを伝えてやめてもらう。不明の場合は

声掛けして様子を見る。確信犯の場合は声掛けなどはしないで、車のナンバーを控えるなど様子

を見て後でご報告を願います。

問：パトロールと分かるように帽子や腕章をもっと目立つようにしてほしい。ワッペンなどが良い。

答：皆様からの声を反映するよう検討します。

問：スノーモービルの乗り入れ自粛の看板が設置されたが、小さいのでもっと大きな看板を設置し

てほしい。

答：検討します。また、署のホームページにも掲載することを考えます。

問：民有林でシカを目撃した場合は、報告するのか。

答：シカの生息域が拡がっていますので、民有林であっても是非、ご報告をお願いします。

問：化石を採って売買している人を見かけるが、規制はないのか。

答：確認します。⇒化石の採取については地域により条例で規制しているところがあります。また、

国立公園や国定公園の特別地域内においては、鉱物の掘採や土石の採取を規制していますので、

化石を採ることは許可を受けなければできません。（※紙面で回答させていただきます）

○ 安全第一にパトロールをお願いします

今年２月、パトロール員が巡視中、林道の下り坂で足を滑らせ転倒し、滑落を防ぐため枝をつか

んだところ肩を痛めるといった事故が発生しました。パトロールは、無理をせず安全を確保して実

施していただくようお願いします。万が一事故に遭われたら、当署まで速やかにご連絡をお願いし

ます。

お知らせ
国有林林道は事業専用林道であるため、基本的にはゲートを設置して一般車両の通行を制限してい

ますが、中には地元市町村がキャンプ場や森林をレクリエーションの場として利用する人々のために

国有林林道を併用林道としてゲートを設置していない林道もあります。

併用林道等のゲートを設置していない林道であっても、間伐等の森林整備、治山工事、災害により

被災した林道の復旧工事など、国有林野事業の実施により一般車両との事故を防止するために期間を

限定して一般車両の通行を制限する場合がありあます。

一般車両が通行可能な林道でも路面の洗掘や路肩の欠損で通行にあたって注意を要する路線があり

ますので、林道を通行する際は十分な注意が必要です。

＊ 色麻町から船形山登山口・大滝キャンプ場へ向かう保野川林道は復旧工事のため年内は通行止。

大和町升沢から小荒沢林道経由で大滝キャンプ場へは通行可能です。

＊ 仙台市泉区の泉ヶ岳から大和町升沢旗坂キャンプ場へ向かう升沢林道は復旧工事のため年内は

通行止。

大和町吉田から旗坂キャンプ場へは通行可能です。

※ 詳細は当署ホームページをご覧ください。⇒ http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/miyagihokubu
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